
   消防法施行令第３６条第２項第２号の規定に基づく消防設備士等に点検させな

ければならない防火対象物の指定 
（制  定 昭和６０年１２月２６日 京都市消防局告示第２号） 
（最終改正 令和 ４年 ６月３０日 京都市消防局告示第５号） 

 
消防法施行令（以下「令」という。）第３６条第２項第２号の規定に基づき、消防設備士

又は消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物を、昭和６１年４月１日

から次のとおり指定します。 
令別表第１（５）項ロ、（７）項、（８）項、（９）項ロ、（１０）項から（１５）項まで、

（１６）項ロ、（１７）項及び（１８）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が１，０００平

方メートル以上のもの 


